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1057 10572010 一般廃棄物処理施設許
可の権限委譲

一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、都道府県
知事の許可を受けなければならないが、この許可権限を市
に委譲する。

一般廃棄物処分において民間事業者が参入することで、既存事
業者の業種転換を促し、産業基盤の強化と雇用の創出を図り、
地域経済の活性化を図ることができる。

一般廃棄物処分において民間事業者が参入することで、既存事業者の業
種転換を促し、産業基盤の強化と雇用の創出を図り、地域経済の活性化
を図ることができる。

兵庫県 相生市 環境産業誘致特区

相生市は、環境関連新規産業の参入と雇用創
出を図り、地域の活性化を行う必要がある。その
ため、従来は地方公共団体の固有事務として実
施している一般廃棄物処分に関して、民間事業
者が参入しやすいように許可要件の緩和を行
う。このことにより、産業構造の多様化、雇用の
創出を図り、地域の活性化に繋げて行く。

1431 14312010 地域産木材・リサイク
ル品の活用支援

地域の資源（地域産木材、地域産リサイクル品）の有効利
用を図ることにより、地域の循環型社会構造の転換を図る
とともに、幅広い雇用創出効果等により地場産業の活性化
を図り、地域再生を支援する。

・斜面に間伐材を筋状に配置し、浄水汚泥や木質廃材等をリサ
イクルした土を吹き付け、植生を図る。
・砂防ダムのコンクリート施工に際し、間伐材を用いた残存型
枠を採用する。　　　　　　　　・落石防護柵の従来は鋼製網
としていた部分を間伐材にする。
等

県単独事業だけでの取り組みには限界があり、補助事業でも取り組むこ
とにより、更なる有効活用を図りたい。 和歌山県 和歌山県 地域産木材・リサイク

ル品の活用支援
公共事業における地域産木材や地域産リサイク
ル品の優先使用

1148 11482070
環境物品等の調達の推
進を図るための具体的
取り組み①

　グリーン購入法による国等における環境物品等の調達方
針について、地域の処理困難廃棄物等を再生利用した資材
等の積極的利用を図ることにより、地域の資源循環を促進
し、環境への負荷の低減に資するため、以下の対策を講じ
ること。
①　グリーン購入法に係る公共工事の特定調達品目候補群
（ロングリスト）に掲載されている「都市ゴミ溶融スラグ
混入アスファルト混合物」「都市ゴミ溶融スラグを用いた
コンクリート骨材」及び「都市ゴミ溶融スラグ混入路盤
材」の特定調達品目追加手続きの迅速化。
②　地域の資源循環に資する特定調達品目について、「地
域再生支援のための特定地域プロジェクトチーム」での活
用促進の協議を通じた国の地方支分部局等での積極的な活
用及び各省各庁の長が定める環境物品等の調達方針への反
映。

「１２．地域再生構造の意義・目標・前提となる地域の特徴、
具体的内容・効果、支援措置の必要性等」に記述した個別事業
のうち、⑦参照

本県では、あおもりエコタウンプランで確立を目指すゼロエミッション
システムを核として、先進的なリサイクル産業の集積を図り、資源循環
型の地域づくりの形成と地域経済の活性化を進めることとしている。こ
の実現のため、リサイクル製品の確実な需要を確保することが重要であ
り、このためにはリサイクル製品についての環境負荷低減効果や品質確
保（安全性、耐久性等）等を客観的に評価する制度が必要がある。しか
しながら、こうした技術情報等の調査分析や検証等を自治体が単独で行
うことは困難であるため、グリーン購入法に基づく特定調達品目の追加
について国の支援を求める必要がある。

青森県 青森県 環境・エネルギー産業
フロンティア構想

国際的なエネルギー開発・供給拠点が形成され
つつあり、あおもりエコタウンプランによるゼロエ
ミッション技術の確立を目指す先進的な取り組み
を展開している本地域のポテンシャルを最大限
に活かし、環境・エネルギー分野における幅広い
実証やノウハウの蓄積を図り、新たなビジネスや
新産業の創出を促進することにより、地域の経
済活性化や雇用の創出を図るとともに、エネル
ギー最適利用モデルや温室効果ガス排出削減
モデルの先進地域として、世界に貢献する「環
境・エネルギー産業フロンティアの形成」を実現
する。

1188 11882020

関係省庁連携によるク
リーンエネルギー自動
車専用ナンバープレー
トの新設

日光市は環境美化都市であり、恵まれた自然環境が貴重な
観光資源であることから、当市から全国的なクリーンエネ
ルギー自動車の普及啓発を発信するため、クリーンエネル
ギー自動車により訪れる観光客に対し、市内駐車場等の無
料開放等の優遇措置を検討している。これは、購入意欲の
推進はもちろんのこと、足利銀行一時国有化により地域経
済が低迷している今般において、地域観光の活性化といっ
た側面から、訪れる観光客に少しでも魅力ある施策を展開
するなかのひとつとしても位置付けている。この施策を実
施するにあたっては、通常の車両との区別化が容易にでき
る必要性が生じることから、クリーンエネルギー自動車専
用のナンバープレートが新設できるよう、環境問題を総体
的に捉え、国土交通省や環境省等、関係省庁が連携して取
り組んでいただきたい。

市内駐車場等の無料開放等の制度確立

環境美化都市として、クリーン自動車の普及促進を地方から全国へ発信
するため、クリーンエネルギー自動車利用者に対する各種優遇措置の施
策を展開したいが、実施に当たっては、通常車両との識別が容易に行わ
れることが必要であり、専用ナンバープレートの新設が望まれることか
ら提案するものである。

栃木県 日光市 環境美化推進プロジェ
クト

日光市は環境美化都市として各種施策に取り組
んでおり、今後、クリーンエネルギー自動車の普
及・啓発を発信していきたい。現在、購入の際に
国の助成があり、当市も市民購入の際、独自の
上乗せ補助を検討しているが、地球温暖化が懸
念されているなか、国においても補助制度の充
実を望みたい。また、観光客に対し、市内駐車場
無料化等の優遇措置も検討しており、これは、購
入意欲の向上はもちろん、足利銀行一時国有化
による地域経済の低迷を活性化するものとして
も位置付けている。実現には、一般車との区別
化が必要であり、専用のナンバープレートが新
設できるよう、国土交通省や環境省等、関係省
庁が連携して取り組んでいただきたい。

1148 11482110
バイオマスタウンの公
表基準における地域設
定の弾力化

　バイオマスタウン構想基本方針において、バイオマスタ
ウンの定義については、「バイオマスの発生から利用まで
が効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構
築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われてい
るか、あるいは今後行われることが見込まれる地域」とし
ているものの、実施主体については市町村としている。し
かし、バイオマスの利活用については、バイオマスの収支
が効率的に行なわれるよう設計された地域単位で実施され
るべきものであり、現状の市町村単位とは必ずしも合致し
ないこと、また、今後、市町村合併の進展による自治体の
広域化も予想されることから、バイオマスタウンとして公
表する際の基準における地域設定においては、市町村単位
のみならず、農林業センサス上の新旧市区町村単位等任意
の「地域」についても認めることを要望する。

「１２．地域再生構造の意義・目標・前提となる地域の特徴、
具体的内容・効果、支援措置の必要性等」に記述した個別事業
のうち、②、③、⑤、⑥参照

　バイオマスタウンの推進にあたっては、効率的なバイオマス利活用シ
ステムの構築に向けた地域の取組に加え、バイオマスタウンとして公表
する主体である国による支援が必要であるため。

青森県 青森県 環境・エネルギー産業
フロンティア構想

国際的なエネルギー開発・供給拠点が形成され
つつあり、あおもりエコタウンプランによるゼロエ
ミッション技術の確立を目指す先進的な取り組み
を展開している本地域のポテンシャルを最大限
に活かし、環境・エネルギー分野における幅広い
実証やノウハウの蓄積を図り、新たなビジネスや
新産業の創出を促進することにより、地域の経
済活性化や雇用の創出を図るとともに、エネル
ギー最適利用モデルや温室効果ガス排出削減
モデルの先進地域として、世界に貢献する「環
境・エネルギー産業フロンティアの形成」を実現
する。
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1132 11322011
他用途の民活特定施設
への転用（リニューア
ル）に対する支援

民活法に基づき整備した施設の転用後の用途が同法第２条
の特定施設のいずれかに該当するときは、転用に伴う整備
計画の処理を同法第５条の規定に基づき行うこととし、そ
の整備事業に対しては、同法所定の支援措置を適用する。
併せて、同法の失効期日である平成１８年５月２９日以降
も同法の適用があるものとするとともに、補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律に基づく財産の目的外処
分の禁止期間に関係なく、国庫補助金の返還を要しないこ
ととする。

民活法第２条第１項第３号（情報処理施設）、第４号（電気通
信・放送施設）、第１３号（小売業高度化施設）、第１４号
（食品の生産・流通の円滑化等施設）に掲げる施設へ転用し、
これらの事業展開を図る。

明石海峡大橋の開通という不可抗力的な社会変動により、遊休化を余儀
なくされている民活特定施設の有効活用を促進するため。 兵庫県 洲本市 民活施設の活用によ

る「みなと」再生構想

洲本市は、昔から淡路島の海の玄関口として機
能し、港を中心にして街が形成されている。平成
６年には洲本市の第三セクター（株）淡路開発事
業団が民活法第２条第１項第６号イの港湾利用
高度化施設（旅客ターミナル）として「洲本ポート
ターミナルビル」を洲本港に整備した。しかし、平
成１０年の明石海峡大橋開通に伴う海上航路の
相次ぐ廃止により、旅客ターミナル部分の大半が
遊休化し、港のにぎわいが消えている。そこで、
同法所定の他用途の特定施設（同条項第３号、
第４号、第１３号、第１４号等の施設）への転用、
同法所定の特定施設以外の用途（複合型民間
商業施設）への転用を実現することによって、み
なとの再生を目指す。

1348 13482010 ○環境行政権限の移譲

○水質保全、土壌汚染防止、森林保護など農林水産業と密
接に関連する環境行政の権限を国から「関西州（産業再
生）特区」の組織に移譲すること。

○｢関西州(産業再生)特区｣において、環境行政と農林水産行政
を一体的に進め、関西の自然資源を保全・活用しつつ、研究開
発を重点化して特色ある商品を生み出し、関西の農林水産業の
国際競争力を強化する。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、かつ関西全体の活性化の
ためには都市部の発展だけではなく、農村部や漁村部の産業振興を図る
ことが重要である。関西の有する豊かな自然環境と試験研究機関の集積
を最大限に活用し、国際競争力のある農林水産業を創出・育成すること
により、都市部のみならず関西全体が自立した地域となることをめざ
す。
　農林水産業の国際競争力を高めるには付加価値の高い農林水産物の生
産が必要となるが、現状では、環境行政と農林水産業の振興政策がリン
クしていないため、環境破壊による農林水産業への悪影響に対処するた
めの有効な対策を立てにくい。たとえば、近年、外来の動植物の増殖が
付加価値の高い関西特有の農林水産物に深刻な被害をもたらしている
が、こうした外来動植物は現行の都道府県の境界を超えて広く移動、移
住していくので、都道府県単独の施策では十分な成果を上げられない。
一方で、国の行政は縦割りで環境行政と一体化した農林水産業の振興は
期待できない。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､
関西経営
者協会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

環境行政と一体化した
農林水産業の競争力
強化

○関西の有する豊かな自然環境と試験研究機
関の集積を最大限に活用し、国際競争力のある
農林水産業を創出・育成することにより、都市部
のみならず関西全体が自立した地域となることを
めざす。
○環境行政と農林水産行政を一体的に進め、関
西の自然資源を保全・活用しつつ、研究開発を
重点化して特色ある商品を生み出し、関西の農
林水産業の国際競争力を強化する。
○関西に存在する農林水産関係及び環境問題
に関する公的な試験研究機関を再編体系化し、
スピーディかつ弾力的に研究テーマの選択と集
中をできるようにし、高付加価値の農林水産品
の開発に向けて研究資金を効率的に活用する。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」
における12の具体的事業構想の一つである。

1474 14742010 社会資本整備にかかる
権限移譲

○社会資本の選択集中型整備事業を推進するため、「関西
州(産業再生)特区」が法的根拠をもった関西全域の長期総
合計画と社会資本整備重点計画を策定できるよう、国土総
合開発法、近畿圏整備法、社会資本整備重点計画法等に基
づく所要の権限を国から「特区」に移譲すること。

○「関西州(産業再生)特区」において、社会資本整備の優先順
位を決定し、財源の戦略的配分を行うものとし、そのために関
西全域の長期総合計画と社会資本整備重点計画を策定する。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、産業再生の基盤である社
会資本（国土交通関係のみならず、農林水産基盤等を含む）の整備を関
西全域の視野から選択と集中により重点的・効果的・効率的に行うこと
は重要な課題である。
　現状では、全国的視点を優先した国土計画や社会資本整備計画のも
と、限られた財源のなかで地元のニーズにあった基盤整備が必ずしも行
われない仕組みになっており、地方の活力が奪われている。
　また、国道と農道などのように所管省庁は異なるものの類似の社会資
本が縦割りに決定されており、最小の費用で最大の効果を生む形になっ
ていない。
　さらに、複数の省庁や複数の府県域にまたがる場合、調整に多大な労
力を要し、実行までに時間がかかりすぎる。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､
関西経営
者協会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

社会資本の選択集中
型整備事業の推進

○産業再生の基盤である社会資本（国土交通関
係のみならず、農林水産基盤等を含む）の整備
を、関西全域の視野から選択と集中により重点
的・効果的・効率的に行う。
○関西において独自に、社会資本整備の優先順
位を決定し、財源の戦略的配分を行うものとし、
そのために関西全域の長期総合計画と社会資
本整備重点計画を策定する。
○社会資本整備事業調整費、都市再生プロジェ
クト事業推進費等を活用し、計画にしたがった重
点事業の調整、推進を行う。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」
における12の具体的事業構想の一つである。

1234 12342020

CO2排出権取引制度化
に係る
ポイントシステムの
ルール化

森林による還元効果を含めたＣＯ２排出権取引を制度化
し、森林再生力を持っている中山間地に企業の直接投資を
誘導するシステムを構築する。中津江村は、Ｗ杯カメルー
ン国キャンプの受入により高い知名度を持っているので、
企業からの投資を呼び込みやすい環境にある。この地域特
性を活かして地域に仮に150,000千円/年の投資を呼び込め
れば、労働集約型の事業であり、ほとんどは人件費のた
め、30人の雇用発生が望める。

政府は、森林再生に係る各企業の活動を事業と認めて、損金算
入の範囲を拡大するとともに、森林再生とＣＯ２排出の関係を
ポイントシステム化したルールを作る。企業は、特定の市町村
とパートナー契約を結び、自らの社会貢献とＣＯ２排出削減の
両方の意味を持って、計画的に森林再生に取り組む。市町村
は、国公有林、民有林を問わず、地域の森林再生に係る基本的
な整備計画を策定する。市町村の林業従事者等で構成する事業
組合等は、企業の資金を受け入れ、市町村の計画に従って森林
再生作業に従事する。

排出権取引という形で流通す
るにはきちんとした数値の根
拠が必要であり、国において
根拠をハッキリとした上での実
施が望まれる。

大分県 中津江村 ＣＯ２排出権取引の制
度化構想

森林は、水を育み、空気をきれいにし、人に癒し
を与えます。その森林が、荒廃しています。中山
間地に暮らす人々の高齢化が進み、森林作業に
従事する人が少なくいます。一方で、エネルギー
の消費はますます増大し、ＣＯ２排出削減は、国
民的課題となっています。こうした中、中山間地
の経済を活性化させ、雇用を増大させるため、企
業からのダイレクトな投資を中山間地に呼び込
むことが求められます。森林が持っている還元
効果を利用して、ＣＯ２排出権取引を制度化し、
政府はルール作り、企業は社会貢献等としての
投資、地域は森林再生の取組と役割を分担し、
環境に配慮した持続可能な社会を目指す必要が
あります。

1475 14752010 防災・危機管理に関す
る権限移譲

○「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」があらゆる災害
に対応できるようにするため、災害対策基本法はじめ所要
の法令等を改正すること。

○非常時に権限の集中が行えるよう、防災、災害救助、伝
染病予防等に関する国および府県の権限を必要に応じて
「関西州（産業再生）特区」に移譲すること

○「関西州(産業再生)特区」において、大規模災害を未然に防
止し、発生する被害を最小化するため総合的な政策の企画立案
を行う。

○「特区」のもとに、関西のすべての防災・危機管理活動を統
率する組織として「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」を設
置し、関係省庁ならびに府県との権限関係をあらかじめ調整し
ておくことによって、危機に対する地域の準備・対応能力を高
めるとともに、災害発生時に権限を集中することにより救助な
どの機動的な対応を行う。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、そのためには住民や企業
がこの地域で安心して活動できるようあらゆる災害に対する安全が確保
されていることが重要である。
　しかし現状では、近い将来発生が予想される南海、東南海地震や直下
型地震への対応、さらにはテロ、新型伝染病などの危機管理も十分であ
るとは言いがたい。
　地震、大事故、テロ等により交通、通信、エネルギーなどの社会イン
フラが広域的に影響を受ける恐れが強いが、これらの事態に一体的・機
動的に対応できる体制もない。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､
関西経営
者協会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

広域的な防災・危機管
理体制の構築

○関西において大規模災害を未然に防止し、発
生する被害を最小化するため総合的な政策の企
画立案を行う。
○地震、テロ、新型伝染病など関西のすべての
防災・危機管理活動を統率する組織として「関西
広域防災・危機管理機構（仮称）」を設置し、関係
省庁ならびに府県との権限関係をあらかじめ調
整しておくことによって、危機に対する地域の準
備・対応能力を高めるとともに、災害発生時に権
限を集中することにより救助などの機動的対応
を行う。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」
における12の具体的事業構想の一つである。
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1350 13502010 ○一級河川管理権限等
の移譲

○関西において完結する水系を一体的に管理できるように
するため、一級河川の管理権限はじめ所要の権限を国から
「関西州（産業再生）特区」に移譲すること。

○「関西州(産業再生)特区」において、関西の総合的な水資源
政策を企画立案し、水系管理の基本方針を決定する。

○「特区」のもとに「関西水系管理機構(仮称）」を設立し、広
域の湖沼、河川から上下水道まで、関西の水系を一体的総合的
に管理するとともに、水質保全、防災等の観点から広域的な規
制や監視の役割を担う。

　関西の活性化には産業再生が不可欠であり、基盤となる水の問題を同
時に考えることが重要である。現在は河川ごとに国・地方が混在して、
また複数府県にまたがる河川はそれぞれの府県の単位で、さらに工業、
農業、生活用水等用途によってばらばらに管理運営されており、水系と
して水資源を有効かつ効率的に活用できていない。このため、産業イン
フラや生活インフラとしての水のコストが高く、また水質保全にも多大
な労力を必要としている。
　貴重な資源である水について、水源の涵養、水質の保全、治水から各
種用水の効率的活用まで一貫して所管し、関西の水系を一体的に管理す
る体制を構築する。これにより、厚生省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省、環境省などにまたがる問題を一元的に処理でき、一方、関西
において水質保全等における先進的な取組みを行っている自治体の取り
組みを広域に波及していくことが可能になる。

大阪府、京
都府、兵庫
県

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､
関西経営
者協会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

水資源の保全活用の
ための水系の一体的
管理

○貴重な資源である水について、水源の涵養、
水質の保全、治水から各種用水の効率的活用ま
で一貫して所管し、関西の水系を一体的に管理
する体制を構築する。
○関西において、関西の総合的な水資源政策を
企画立案し、水系管理の基本方針を決定する。
○「関西水系管理機構(仮称）」を設立し、広域の
湖沼、河川から上下水道まで、関西の水系を一
体的総合的に管理するとともに、水質保全、防災
等の観点から広域的な規制や監視の役割を担
う。
なお、本提案は「関西州（産業再生）特区構想」
における12の具体的事業構想の一つである。

1096 10962010
自然公園法及び文化財
保護法の許可等手続き
の一元化・簡素化

日光市は日光国立公園の中心に位置し、また世界遺産にも
登録された「日光の社寺」を有することから、特別地域等
や史跡・名勝の指定があり、自然公園法及び文化財保護法
の双方からの縛りを受ける現状がある。当市としては、足
利銀行一時国有化による地域経済が低迷している今般にお
いて、自然景観や文化景観を最大限に有効活用していくこ
とが地域経済、観光の活性化に寄与するものと考えてお
り、各種施策の実施を検討している。自然公園法と文化財
保護法は立法主旨は異なるものの、許可行為の審査項目な
ど同様な視点が見受けられることもあり、法に対する信頼
感、観光客・公園利用者への適切なサービスの向上・改善
を図り、より良い国立公園、名勝・史跡を実現するため、
環境省、文化庁の連携により手続き等の一元化・簡素化が
図れるよう要望する。

自然環境、名勝・史跡を最大限に有効活用した新たな魅力の創
出
一例として「環境に配慮した自然、文化　景観照明（ライト
アップ）」

自然公園法及び文化財保護法はそれぞれの立場から、未来に向かって守
るべき対象での行為に対して規制するものであり、その規制そのものは
重要なものであると認識しており、むやみに権限委譲等をするものでは
ないと考える。しかし、各種許可行為については、双方において同様の
視点からみる項目も多く、現在の経済状況を再生するには短期間での施
策展開が有効であることから、提案するものである。

栃木県 日光市 観光資源有効活用プ
ロジェクト

日光市は日光国立公園の中心に位置し、世界遺
産日光の社寺を有する国際観光都市である。足
利銀行一時国有化により地域経済が低迷するな
か、当市が持つ恵まれた自然・文化を有効活用
していくことは地域の活性化に寄与するものであ
る。現在、この資源を活用した新たな魅力とし
て、自然・文化的景観の景観照明を計画してお
り、又、今後も種々の施策を検討しているが、当
地は自然公園法と文化財保護法双方の縛りを受
ける現状がある。立法主旨は異なるものの、許
可に際し同様な視点も見受けられるため、観光
客へのサービスの向上・改善、より良い国立公
園、名勝史跡を実現するため、環境省、文化庁
の連携による手続きの一元化・簡素化を要望す
る。

1594 15942020 外国人旅行者に「わか
りやすい」観光地整備

日本語表記だけの案内表示では分かりにくいため、中国
語、朝鮮語等も表記した表示を整備して、「わかりやす
い」観光地を実現する必要がある。
　また、携帯電話のＧＰＳ機能やＩＣタグを活用したナビ
ゲーションシステム、観光案内サービス、翻訳サービス等
の実現も「わかりやすい」観光地実現のために考えられ
る。このシステムの実現により、「わかりやすい」観光地
を提供したり、新たな観光ビジネスを創造したりするのみ
でなく、アジアの人々の多くは日本に対して「近代的なイ
メージ」を抱いているため、新たな観光資源として、集客
力を高めることも考えられる。

ア）案内様式等の様式の統一
歴史物、道路、河川、公園等における案内標識等の様式を統一
し、英語、中国語、朝鮮語等での説明を加えることで、外国人
観光客にとってわかりやすいものにする。
イ）ＩＣタグ、携帯電話等を活用した観光案内サービス実現に
向けた実証実験
観光案内サービス、翻訳サービス、ナビゲーション等を携帯電
話やＩＣタグ等を利用して実現するために、実証実験を実施す
る。

日本政府レベルで「観光立国構想」が打ち立てられ、2010年までに日本
を訪れる外国人旅行者の数を1000万人に倍増するという目標が掲げられ
ている。この「観光立国構想」の一環として「ビジット・ジャパン・
キャンペーン」が展開されつつあるが、実際に外国人旅行者を受け入れ
るのは国ではなく各地域なのであり、観光産業の振興による地域再生を
目指す地方自治体を国は積極的に支援する必要がある。

東京都
株式会社
東京ﾘｰｶﾞﾙ
ﾏｲﾝﾄﾞ

「外国人旅行者受入体
制の包括的整備によ
る地域再生構想」

政府の「観光立国構想」の趣旨に沿って外国人
旅行者増加による国内観光振興を図るべく、外
国人旅行者が満足するレベルの観光資本を日
本各地域で包括的に整備する必要がある。特に
東アジア諸国からの旅行者の増加傾向に鑑み
て、①一般地域住民が当該諸国の異文化コミュ
ニケーション能力を高める教育機会の増加②観
光案内標識の多言語化とICタグ等利用による多
言語翻訳サービス整備③低料金宿泊施設充実
化、の包括的整備を可能とするべく、既存の関
連「支援措置」の「組み合わせ適用」を促進し、
「地域再生計画認定地域に限定した効果を持つ
支援措置」の関連項目を「全国を対象とした支援
措置」に拡張することを提案する。

1553 15531010

入野松原の大方町にお
ける一括管理
それに伴う権限・財源
の移譲

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・整備する際に
は、それぞれの所管省庁に協議をしなければならないた
め、統一した管理や整備ができないばかりでなく、迅速な
対応ができない
そのための規制を撤廃し、一括法でかかる権限と税源を大
方町に移譲する。

「伐採も含めた松原再生事業」を実施することにより、国・
県・町がそれぞればらばらに規制・管理している入野松原を、
統一した再生計画のもとで総合的に整備する。
そのことで住民に身近なかつての松原を取り戻すことができ
る。

各種指定が少なく、今のように法律や条例で規制されることが緩やか
だった時代の松原は、人々の憩いの場所、レクリエーションの場そのも
のであったが、様々な指定や事業の導入は、人々の日々の暮らしとかけ
離れてしまった松原にしてしまった。
かつては食堂や旅館が立ち並び、多くの人々が松原に出入りしていた
が、全国一律の制度のもとに各種指定を受けた結果、法律上の権威はま
とったが、人々には近づき難い松原になった。
一体的に松原を管理し、住民生活と密着した松原の再生を図るために
は、住民生活に一番近い政府である「地方自治体」が管理するほうが合
理的であり、そのことが全国一得の法体系から逸脱していても、国益に
は反するとは思われない。むしろ、国益を守ろうと全国一律の規制が、
そこに住む住民の生活権を脅かしている。
住民に最も身近な環境整備は、住民に最も近い地方政府の権限で管理整
備すべきである。
これまで、丁度独自の整備のために伐採行為を行う場合、代替地に同等
数の植樹を求められたり（史蹟名勝天然記念物保存法）、イベント時の
公園管理のための協力金の徴収について、許可が下りないなど、大方町
の独自性が打ち出せない。

高知県 高知県大
方町

入野松原再生住民プ
ロジェクト構想

入野松原は、大方町の町のシンボルであり、町
民だけでなく、近隣住民全員の心のふるさとであ
る。
入野松原は、森林法（農林水産省）、史蹟名勝天
然記念物保存法（文部科学省）等により、複数の
省庁にまたがる指定がかかり、そのための規制
がかかっている。
そのために、一体的な松原の管理・整備を行おう
とする場合、法律上の規制に阻まれ地域の独自
性とアイディアを活かせないだけでなく、各省庁
にかかる許認可に時間がかかり迅速な対応がで
きない。
かかる権限・財源を大方町に移譲し、住民生活
に一番近い政府である「地方自治体」が一体的
管理をすることによって、人々の日々の暮らしと
かけ離れてしまった松原を取り戻すことができ
る。
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1553 15532010

入野松原の大方町にお
ける一括管理
それに伴う権限・財源
の移譲

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・整備する際に
は、それぞれの所管部署に協議をしなければならないた
め、統一した管理や整備ができないばかりでなく、迅速な
対応ができない
住民生活と密着した松原の再生を図るために、住民生活に
一番近い政府である「地方自治体」に権限と財源を移譲す
ることによって、統一した再生計画のもとで総合的に整備
することができる。

「伐採も含めた松原再生事業」を実施することにより、国・
県・町がそれぞればらばらに規制・管理している入野松原を、
統一した再生計画のもとで総合的に整備する。
そのことで住民に身近なかつての松原を取り戻すことができ
る。

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・整備する際には、それぞれ
の所管部署に協議をしなければならないため、統一した管理や整備がで
きないばかりでなく、迅速な対応ができない
これまで、大方町独自の整備のために伐採行為を行う場合、代替地に同
等数の植樹を求められたり（史蹟名勝天然記念物保存法）、イベント時
の公園管理のための公園利用者への協力金の徴収を求めることについ
て、許可が出ないなど、大方町の独自政策を打ち出せない。
各種指定が少なく、今のように法律や条例で規制されることが緩やか
だった時代の松原は、人々の憩いの場所、レクリエーションの場そのも
のであったが、様々な指定や事業の導入は、人々の日々の暮らしとかけ
離れてしまった松原にしてしまった。
かつては食堂や旅館が立ち並び、多くの人々が松原に出入りしていた
が、全国一律の制度のもとに各種指定を受けた結果、法律上の権威はま
とったが、人々には近づき難い松原になった。
一体的に松原を管理し、住民生活と密着した松原の再生を図るために
は、住民生活に一番近い政府である「地方自治体」が管理するほうが合
理的であり、そのことが全国一得の法体系から逸脱していても、国益に
反するとは思われない。むしろ、国益を守ろうと全国一律の規制が、そ
こに住む住民の生活権を脅かしている。
住民に最も身近な環境整備は、住民に最も近い地方政府に権限と財源を
移譲することによって、統一した再生計画のもとで総合的に整備するこ
とができる。

高知県 大方町 入野松原再生住民プ
ロジェクト構想

入野松原は、大方町の町のシンボルであり、町
民だけでなく、近隣住民全員の心のふるさとであ
る。
入野松原は、森林法（農林水産省）、史蹟名勝天
然記念物保存法（文部科学省）等により、複数の
省庁にまたがる指定がかかり、そのための規制
がかかっている。
そのために、一体的な松原の管理・整備を行おう
とする場合、法律上の規制に阻まれ地域の独自
性とアイディアを活かせないだけでなく、各省庁
にかかる許認可に時間がかかり迅速な対応がで
きない。
かかる権限・財源を大方町に移譲し、住民生活
に一番近い政府である「地方自治体」が一体的
管理をすることによって、人々の日々の暮らしと
かけ離れてしまった松原を取り戻すことができ
る。

1588 15882010
狩猟鳥獣の種類及び捕
獲頭数の決定権限の委
譲

狩猟鳥獣の種類、捕獲数の決定権限を道に委譲する。
（ただし、全国的見地から保護管理を行うべき渡り鳥およ
び第７条第５項第１号に定める希少種を除く）

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴う必要経費等
の移譲も含む。

・全国的見地から保護管理を行うべき渡り鳥および法第７条第
５項第１号に定める希少種を除き、道が独自に狩猟鳥獣の種類
を定められるようにする。
・現行の一日一人当たりの捕獲制限のみではなく、必要に応じ
て、鳥獣の種類毎に一人当たり年間捕獲数を定めたり、狩猟者
登録時に各自に鳥獣毎の捕獲数を割り当てる制度を導入する
等、狩猟期間を通じて総捕獲数設定が可能となるようにする。
・必要に応じて、全道をいくつかの区域に分割し、それ毎に捕
獲数の管理を行えるようにする。
・上記取組を通じて、本道の自然環境の特殊性に応じた野生鳥
獣の保護管理の実現等が期待される。

・渡り鳥や都府県に連続して分布する鳥獣について狩猟鳥獣や捕獲数を
国が定めることは合理的だが、他の種や本道にのみ生息する種について
国が定めることは必ずしも合理的ではなく、本道は地理的にも、独立し
た生態系を持ち、独自の狩猟鳥獣の指定が必要。
・イタチ（メス）等本州では在来種であっても道では外来種である種、
ドバトのように市街地にすむため本州では狩猟鳥獣化が困難であるが本
道では常時銃による有害捕獲が行われている種等、非狩猟鳥獣の中に
は、本道においては保護不要の種があり、独自の判断で狩猟鳥獣に指定
し、捕獲を行うことが必要。
・一人一日あたりの捕獲数を制限する現行制度では、種類毎の生息密度
に応じて、適切な捕獲数管理を行うのに限界があり、適切な生息数管理
を行うには、種類毎に、全道或いは地域ごとに年間総捕獲数の上限を設
け、又一人あたり捕獲数は一日あたりでなく年間で管理する等、確実な
捕獲数管理が必要。
・北海道は地理的に本州以南とは隔離され、さらに渡り鳥や希少種と
いった国が管理することが妥当な鳥獣を本制度から除外することで、既
存制度との併存が可能。

北海道 北海道 野生動物保護管理プ
ラン

　北海道では、エゾシカやヒグマなど野生動物の
保護管理に向けた取組を我が国の中で先駆的
に行ってきており、将来にわたって生物多様性を
保全し、野生動物との共存を図るためには、全
国一律ではなく、本道の自然環境の特異性を考
慮した、独自の野生動物保護管理システムの構
築が求められている。
　このため、独自の狩猟制度など、本道の特性
に応じた野生動物保護管理制度の確立等を通し
て、北海道固有の野生動物が生息する持続可
能な自然環境、野生動物と人間活動がバランス
をもって共存する北海道の実現を図る。

1588 15882020 狩猟の期間の決定権限
の委譲

狩猟期間の決定権限を北海道に委譲する（ただし、全国的
な見地から保護管理を行うべき渡り鳥を除く）。

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴う必要経費等
の移譲も含む。

・ﾋｸﾞﾏの頭数調整を狩猟により行う場合、現行の狩猟期間では
大半が冬眠期間であり、また、適切な頭数調整を行うためにはｵ
ｽのみの捕獲が有効とされているため、足跡による個体識別が可
能な４～５月の春期を狩猟期間とすることが考えられる。
・外来種であるｱﾗｲｸﾞﾏについては、野外での絶滅を目指す必要
があることから、通年にわたり狩猟を可能とすることが考えら
れる。
・ﾄﾞﾊﾞﾄ、ｶﾗｽ類等、捕獲の目的が主に農業等の被害防止であ
り、狩猟により著しい生息数の減少が起こる可能性の無い鳥獣
は、農業等の被害防止促進のために通年狩猟可能とすることが
考えられる。

上記取組を通じて、本道の自然環境の特殊性に応じた野生鳥獣
の保護管理の実現等が期待される。

・狩猟の期間（北海道では１０月１日から翌年１月３１日まで）は国が
定め、各都道府県は必要に応じてそれを制限することが出来る。
・特定鳥獣保護管理計画に基づく場合のみ狩猟期間を緩和できるが、９
月１５日から翌年４月１５日までの期間を超えて、狩猟期間を設定する
ことは出来ない。
・特定鳥獣管理計画は「その数が著しく増加又は減少している鳥獣」を
対象としているため、その制度の対象が限られ、一般的鳥獣は対象と出
来ない。
・狩猟に適した期間は、本来、鳥獣ごとの生態や生息実態により異なる
ものであり、狩猟によって鳥獣の保護管理（生息数管理、資源としての
利用、農林漁業等の被害防止）を行おうとする場合、鳥獣毎の生態、自
然環境の特性及び社会的要求に応じた狩猟期間の設定が必要である。
・北海道は地理的に本州以南とは隔離され、さらに渡り鳥や希少種と
いった国が管理することが妥当な鳥獣を本制度から除外することで、既
存制度との併存が可能。
  以上により、本道の地域特性に応じた狩猟期間を設定するため、狩猟
期間の決定権限の委譲を提案するものである。

北海道 北海道 野生動物保護管理プ
ラン

　北海道では、エゾシカやヒグマなど野生動物の
保護管理に向けた取組を我が国の中で先駆的
に行ってきており、将来にわたって生物多様性を
保全し、野生動物との共存を図るためには、全
国一律ではなく、本道の自然環境の特異性を考
慮した、独自の野生動物保護管理システムの構
築が求められている。
　このため、独自の狩猟制度など、本道の特性
に応じた野生動物保護管理制度の確立等を通し
て、北海道固有の野生動物が生息する持続可
能な自然環境、野生動物と人間活動がバランス
をもって共存する北海道の実現を図る。

1588 15882050 危険猟法の許可権限の
委譲

危険猟法の許可を知事の権限とする（ただし、麻酔薬を使
用した捕獲方法に限る）。

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴う必要経費等
の移譲も含む。

許可を学術研究及び保護収容の場合に限ることにより、事務の
迅速化、簡素化を図るとともに、野生鳥獣の保護収容や移送に
おいて、迅速な対応が可能となることが期待される。

・麻酔銃（吹き矢を含む）は、学術研究又は保護収容のための捕獲で使
用されるが、麻酔薬の使用等は危険猟法とされ、国の許可権限となって
いる。
・保護収容のために緊急に麻酔銃の使用が必要なときなどに、迅速な対
応が出来ない事態が想定される。
・学術研究又は保護収容のための麻酔銃使用は、全国的にも普通に行わ
れており、一般的な銃器による捕獲の危険性と比較しても、あえて環境
大臣が危険性を判断する理由はないと思われるため、事務の簡素化を図
るべきである。

以上より危険猟法の許可権限の委譲を提案するものである。

北海道 北海道 野生動物保護管理プ
ラン

　北海道では、エゾシカやヒグマなど野生動物の
保護管理に向けた取組を我が国の中で先駆的
に行ってきており、将来にわたって生物多様性を
保全し、野生動物との共存を図るためには、全
国一律ではなく、本道の自然環境の特異性を考
慮した、独自の野生動物保護管理システムの構
築が求められている。
　このため、独自の狩猟制度など、本道の特性
に応じた野生動物保護管理制度の確立等を通し
て、北海道固有の野生動物が生息する持続可
能な自然環境、野生動物と人間活動がバランス
をもって共存する北海道の実現を図る。
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13 環境省（地域再生 非予算）
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項（事項名） 支援措置に係る提案事項の内容 具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県

名
提案主体

名
構想(プロジェクト)の名

称 提案概要

1588 15882060 国指定鳥獣保護区での
捕獲許可権限の移譲

国指定鳥獣保護区内での鳥獣の捕獲許可権限を道に委譲す
る。
（ただし、特定鳥獣捕獲管理計画に基づく捕獲のみを対象
とする）

なお、権限の移譲が行われた場合、それに伴う必要経費等
の移譲も含む。

・特定鳥獣保護管理計画（現在はエゾシカのみ）に基づく有害
捕獲を行う場合、国指定鳥獣保護区内を含めた範囲で捕獲を実
施する必要がある場合、許可は知事が行うものとする。
・ただし、国指定鳥獣保護区の管理責任は本来国にあるため、
特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲のみに限定する。

上記取組を通じて、本道の自然環境の特殊性に応じた野生鳥獣
の保護管理の実現等が期待される。

・例えばある市町村の全域でエゾシカの有害鳥獣捕獲を行う場合、その
区域に国指定鳥獣保護区を含んでいると、道と環境大臣双方に申請が必
要となり、申請者である市町村等の負担となる。
・国と道で許可期間や許可条件が異なった場合など、農業被害への迅速
な対応等において、有害鳥獣捕獲の円滑な実施に支障を来す可能性があ
る。
・対象は特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲のみとする。特定鳥獣保護
管理計画の範囲に国指定鳥獣保護区を含む場合は、予め国に協議を行っ
ていることから、許可を一元化することによって、事務の簡素化を図る
ことができる。
  以上より、国指定鳥獣保護区での捕獲許可権限の移譲を提案するもの
である。

北海道 北海道 野生動物保護管理プ
ラン

　北海道では、エゾシカやヒグマなど野生動物の
保護管理に向けた取組を我が国の中で先駆的
に行ってきており、将来にわたって生物多様性を
保全し、野生動物との共存を図るためには、全
国一律ではなく、本道の自然環境の特異性を考
慮した、独自の野生動物保護管理システムの構
築が求められている。
　このため、独自の狩猟制度など、本道の特性
に応じた野生動物保護管理制度の確立等を通し
て、北海道固有の野生動物が生息する持続可
能な自然環境、野生動物と人間活動がバランス
をもって共存する北海道の実現を図る。

1629 16292020 サイエンスツアーの推
進

・科学技術に対する国民の理解を得るには研究成果や科学
技術を普及啓発する必要があることから、各省庁及び独立
行政法人等は、つくばサイエンスツアー事業に参画し、見
学受入体制づくりに積極的に協力すること。

・研究機関の取りまとめ役である文部科学省研究交流セン
ターにおいては、情報発信機能の強化を図ると共に見学体
制の整備にあたっては中心的役割を果たすこと。

・スミソニアン博物館を範とした見学コース等の設定による、
見学者の誘致のための各省庁(各独法)連携による支援体制を整
備する。

・研究機関毎に施設開放や広報への取組みや熱意はまちまちであり、独
立して行っていることから、各省庁(各研究機関)が連携して全体の広報
の充実を図ることが必要である。

茨城県 茨城県 つくばスミソニアンプロ
ジェクト

・科学技術基本計画等で目指す「国民が夢と感
動を抱ける機会の提供、理解増進のための場・
機会の拡充等」を推進するため,筑波研究学園都
市における既存の研究機関等を活用したサイエ
ンスツアーの実施体制を整備する。
・筑波研究学園都市は１９６３年の閣議了解以
降，約４０年に渡り営々と都市の建設整備及び
研究活動等が進められ成熟期を迎えつつある
が、平成17年秋のつくばエクスプレスの開通を契
機に、既存資源を活用したこのツアー実施により
新しいまちづくりを推進する。
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